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令和６年度第４回尾張旭市男女共同参画審議会 会議録 

１ 開催日時 

  令和７年２月２８日（金） 

  開会 午前１０時 

  閉会 午前１１時３分 

２ 開催場所 

  尾張旭市役所 南庁舎３階 ３０２会議室 

３ 出席委員 

  松澤 裕子、松林 康博、鈴木 竜彦、籾山 みさき、古橋 昌子、 

水野 みち代、上井 絹子、横井 寿史、森 朋子 

９名 

４ 欠席委員 

長谷川 裕子、石川 葵、小高 京子 ３名                                       

５ 傍聴者 

  なし 

６ 出席した事務局職員等 

多様性推進課長 山下 由香 

多様性推進課長補佐兼多文化共生係長 喜多野 純子 

多様性推進課男女共同参画係長 佐藤 隆亮 

株式会社サーベイリサーチセンター名古屋事務所 本間 裕香 ４名 

７ 議題 

  第３次尾張旭市男女共同参画プランの素案に対する答申案について 

８ 会議の要旨 

事務局 

（課長） 

本日は、お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 

多様性推進課長の山下です。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは、ただ今から、令和６年度第４回尾張旭市男女共同参画審

議会を開催いたします。終了は午前１１時３０分を予定しております

ので、よろしくお願いします。 

 

本日は、長谷川 裕子 委員、石川 葵 委員、小髙 京子 委員

より欠席の御連絡を頂いておりますので、１２名の委員のうち、９名

の方に御出席いただいております。 
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尾張旭市男女共同参画審議会規則第４条第２項に規定する過半数の

出席を得ていますので、本審議会は成立しておりますことを御報告い

たします。 

本審議会は、市の「附属機関の会議の公開に関する基準」に基づ

き、傍聴者の傍聴を認めていること、「附属機関の会議録等作成に関

する基準」に基づき、情報公開の対象となること、また、会議録に委

員のお名前を掲載することをあらかじめ御了承ください。 

 

それでは、次に資料の御確認をお願いいたします。 

＜資料の確認＞ 

 

なお、先回に続きまして、本日も、第３次男女共同参画プランの策

定の支援を委託し、協力をいただいています「株式会社サーベイリサ

ーチセンター名古屋事務所」のスタッフにも同席いただいています。 

 

本日は、市の側から、プランの最終案をお示しさせていただいてい

ます。 

前回の審議会で委員の皆様から頂きました御意見と、パブリックコ

メント、市役所庁内各課からの意見などを反映させたものとなってお

りますので、御確認くださいますようお願いいたします。 

 

それでは、これ以降の議事を、本審議会の会長の、松澤 裕子 委員

にお願いいたします。 

 

議長 

（会長） 

それでは、進行を務めさせていただきます。 

次第２「議題」の「⑴ パブリックコメントの実施結果につい

て」、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

（係長） 

＜説明＞ 

 

議長 

（会長） 

 

 

ありがとうございました。 

パブリックコメントの実施結果についての御報告をいただきまし

た。 

何か、パブリックコメントの実施結果について、御質問や御意見の

ある委員はおられますでしょうか。 

 

議長 

（会長） 

 

 

私から。気になったのですが、パブコメを受けて、５７ページの№

６０の「高齢者、障がい者の支援」の事業を加えることについて、指

摘はよく分かるのですが、この事業を加えてしまうと、これは男女共

同参画という大きな目標をもってやっているプランの中で、ここにあ

るべきものなのかと、ちょっと違和感があります。 

５０ページの№３１の事業は分かるのですが、５７ページの方は、

大事なことなのですが、ここにあるべきなのかと思いました。 
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事務局 

（係長） 

男女共同参画のプランの中にこれがあるべきか、ということについ

てですね。 

修正前の状態では、様々な困難を抱える人への支援として「①ひと

り親家庭、在住外国人への支援」という見出しで、「ひとり親家庭の

自立支援」と「在住外国人への相談体制づくり」、修正後の№６１と

６２の２つを事業としていたのですが、指摘にあったとおり、困難を

抱える人というのは、この２パターンに限られることはないだろうと

いうのが、庁内で検討した結果です。 

それでは、「困難を抱えている人」をどこまで広げるかということ

になってくるわけですが、例えば、障がい者については障がい者に関

するプランがあるからよいという考え方もありはするのですが、他に

プランがあるからという理由で除外してしまうと多くの分野でそうい

うことになってしまいますので、他分野との重複は承知の上でこのよ

うにしています。 

 

横井委員 ジェンダー的な視点をここに組み込むとよいと思います。ジェンダ

ーによる苦とここにあるような苦の、二重の苦しみが生まれるのだと

思います。そこをいい表現で表していただけるとよいと思いました。 

 

森委員 私の家族には障がい者はいないのですが高齢者はいました。私がこ

の委員になる前に、子どもが小学生のうちに、母親を末期のがんで亡

くしました。最後は、どうしても体が動かなくなって亡くなっていく

という状況で、介護と子育てを両方しなければならない状態でした。

入院はしていましたが、助からない病状だとなった時に、在宅介護に

よって自宅で最期を迎えるか、ホスピスなどの施設で最期を迎える

か、という選択をすることになりました。病院の相談員と相談したも

ののホスピスにもなかなか空きがないという状況で、「介護休暇を取

れ」という圧力が周囲からありました。弟もおり、二人の親ではある

のですが、やはりその圧は、女性の自分に向けられました。 

最後に在宅で介護することを決めようとした時に運よくホスピスが

見つかり、在宅での介護はしませんでした。しかし、弟も在宅勤務に

して母を見たりしていましたが、ジェンダーバイアスがかかってい

て、最後に在宅介護をするかどうか、仕事を続けるか続けないかとい

う決断を迫られるのは、やはり女性だと感じました。 

介護は、やはり一人ではできず、家族みんなの協力があって、いろ

いろなサービスを利用してようやく成り立つものなので、上手に表現

した上で、ここに記載するとよいかと思います。そういう思いで、パ

ブリックコメントの意見を提出した方も書いたのではないかと思いま

す。 

 

事務局 

（課長） 

 

「介護に関する情報提供を行い」などを記載するとよいでしょう

か。介護の負担を軽減することも大事な視点であると思います。 

森委員 仕事も継続できるかどうか、という環境においては、そうだと思い

ます。 



－4－ 

うちの場合は、末期がんで死が見えていたので、介護休暇を取るに

しても期間が分かるのですが、そうでなければ介護休暇を使い果たし

たら仕事を続けられなくなってしまいます。そのあたりをうまく表現

してここに載せるのはよいと思います。 

 

議長 

（会長） 

 

どちらかと言うと、ケアラーの話のように思いますね。ケアラーの

目線を入れていただくと、ジェンダーという視点もおのずと入ってく

るのかと思います。 

 

森委員 高齢者支援などというものの、障がい者も高齢者も、介護が必要と

いうことなんですよね。 

 

横井委員 障害のある方については、女性の障がい者が、施設でセクハラなど

のハラスメント被害に遭うことがあると聞きます。高齢者についても

あるかもしれませんが。 

 

議長 

（会長） 

 

ケアラーのことと、先ほど横井委員からあった二重の苦しみがある

ことの、二つの話が混在しているように感じます。 

事務局 

（係長） 

 

今回のパブコメでいただいた意見には、ケアラーに関することは確

かにありました。ケアラーのことについては、№３１を修正すること

で対応したつもりではありますが、№６０に記載した相談支援や情報

提供といったものが、高齢者、障がい者本人に対するものだけと限定

する必要はなく、本人の周りの方々があった上での本人の自立した生

活があるということだと思いますので、№６０の内容については、横

井委員からもあったように、ジェンダーの視点が分かるような表現に

見直したいと思います。 

 

議長 

（会長） 

 

他に御意見や御質問などはありませんか。 

 

パブコメの意見を受けて修正したところは、№３１、６０、後は元

号の表記といったところですか。 

 

事務局 

（係長） 

 

そのとおりです。 

横井委員 パブコメの意見への回答は、もう公表されているものでしょうか。 

 

事務局 

（係長） 

 

パブリックコメントは素案の段階で実施し、プランが完成した最終

案とともに、パブリックコメントでいただいた意見とそれに対する市

の考え方を同時に公表します。 

よって、公表はまだしておりません。 

 

議長 他に御意見や御質問などはありませんか。 
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（会長） 

 

 

それでは、次にまいりたいと思います。 

続きまして「議題」の「⑵ 第３次尾張旭市男女共同参画プランの

最終案について」、及び「⑶ 第３次尾張旭市男女共同参画プラン

（概要版）について」、事務局から一括して説明をお願いします。 

 

事務局 

（係長） 

 

＜説明＞資料 

 

議長 

（会長） 

 

 

ありがとうございました。 

先回までの本審議会の議論に加え、パブリックコメントや庁内意見

の反映による素案の一部修正があったとの説明でした。 

また、プランの内容のうち特に伝えたいことを概要版としてまと

め、気軽に手に取ってもらえるようにデザインなどの工夫をしたとの

説明がありました。 

このプラン最終案及び概要版について、何か御意見等がありました

らお願いします。 

 

横井委員 先ほど、４７ページのところで、「ウィルあいちが行う」という限

定を削除したと説明がありましたが、女性の起業支援を尾張旭市が実

施しているのでしょうか。 

 

事務局 

（係長） 

 

尾張旭市で現在取り組んでいるのは、市独自でということでなく、

ウィルあいちから起業相談員を迎えて開催していますが、それに限ら

ず、市独自も含め、様々なやり方があるかと思いますので、「ウィル

あいちが行う」という限定を外したということです。 

 

横井委員 そういう意気込みが含まれていると思えばよいでしょうか。 

 

事務局 

（係長） 

 

市で独自に事業を展開していくようになればいいかもしれません

が、まずは、ウィルあいちに頼って同じやり方を続けていくとは限ら

ないということです。 

 

横井委員 もう一点、概要版についてですが、２ページ目の「２あらゆる場面

における女性活躍の推進」のイラストの中に、子どもを抱っこしてい

るお母さんの絵がありますが、これを入れる必要があるのかと思いま

す。女性と子どもを結びつける印象を受けるので、ない方がいいので

はないかと思います。 

 

事務局 

（係長） 

 

このイラストには、作り手側のメッセージがあり、子どもを抱っこ

しているお母さんは、その隣で仕事の打合せをしている女性と同一人

物です。女性に、あらゆる場面において、つまり家庭でも仕事でも活

躍してほしいという意味を込めています。何度か検討を重ねて、この

イラストを採用しました。 
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横井委員 

 

例えば、夫婦でいてお父さんが抱っこしてお母さんが仕事をしてい

るイラストなら、メッセージになると思います。しかし、このイラス

トだと、女性は子育てもして仕事もして、過重労働を強いられている

というように見えてしまいます。家事負担等を分担してこそ女性が働

けるので、その点が伝わらないといけないと思います。 

女性が、子育てしていても働けることは大切なのですが、このイラ

ストだけでは、説明していただかなかったらメッセージが伝わらない

と思います。このままでは、性別役割分担を固定化するように伝わっ

てしまうと思います。 

 

上井委員 

 

私は、事務局の説明を聞いて、同じ人のイラストなんだと気が付き

ましたが、同じ人だったらますます大変だろうな、と感じてしまいま

した。違う人ならまだしも、同じ人が抱っこしながら働くというの

は、ますます大変なイメージが湧きました。 

 

事務局 

（係長） 

 

そのように見えてしまったというのは、作り手側の思いと見た方の

受け止めが違うということなので、修正が必要だと思います。 

 

上井委員 

 

いろんな方がいろんな場面で活躍しているようなイラストだったら

いいと思います。 

 

横井委員 

 

例えば、働いている女性に吹き出しのようなものが付いていて、そ

の中にお父さんが子どもを世話している場面が描かれているとかはど

うでしょうか。 

 

上井委員 

 

いいアイデアだと思います。 

 

事務局 

（係長） 

 

ありがとうございます。このイラストは、修正したいと思います。 

考え方として、女性が働いているところを前面に出して描くことは

いいと思いますので、そこでさらに女性が子育てもするなどの過重労

働が想起されるようなイラストにしないように留意して、修正しま

す。 

 

横井委員 

 

女性の活躍を推進するためには、男性が家庭で活躍しないとダメだ

よ、というメッセージが絵として見えるようなイラストであるとよい

と思います。 

 

水野委員 

 

この概要版は、どのような使い方をされるのでしょうか。 

 

事務局 

（係長） 

 

プランができました、ということを、接点のある市民団体の方や窓

口に来られた市民の方などに、何かしらの方法で周知しないといけな

いので、「本編はもう少しボリュームがあってホームページに掲載さ

れている」ということを説明しつつ、概要版をお示しして、目指す姿

や基本目標などに沿って頑張っていきます、ということをかいつまん
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で説明するような使い方をしたいと思います。 

まずは、こういうプランが存在しているんだよ、ということが、市

民の皆さんに伝わることが大切だと思います。以前にいただいた御意

見にもあったとおり、このプランが存在していること自体、御存じな

い方もあると思いますので、先ほどの説明で「入り口」的な存在とし

て活用したいとお話しいたしましたが、プランの説明の導入として使

っていきたいと思います。 

 

水野委員 

 

窓口に置いたりとか、団体の活動時に啓発として配布するとか、そ

ういった使い方もしますか。 

 

事務局 

（係長） 

 

そういった啓発をするような場面があれば、これを活用して、ぜひ

周知していきたいと思います。 

 

上井委員 

 

広報に入れられたりはしませんか。 

 

事務局 

（係長） 

 

今は、広報に入れないのでそういった啓発をするような場面があれ

ば、これを活用して、ぜひ周知していきたいと思います。 

 

上井委員 

 

団体などに配っていただくように配布依頼したりされますか。例え

ば私は商工会ですが、女性部で 20～30 部配布したりもできます。 

商工会全体としても、会報も出しているので、それに同封したりす

ることも相談できると思います。 

 

古橋委員 

 

ＰＴＡの家庭教育委員の中でも、小中学校各校の委員 12 人に配布で

きます。 

 

水野委員 

 

ホームページだとなかなかたどり着く人が少ないと思うので、市役

所内の広報用のテレビ、デジタルサイネージなどに、こういうことを

やっているよ、と流すことはできないでしょうか。せっかくお金をか

けて作るのだから、宣伝した方がよいと思います。 

 

鈴木委員 

 

概要版の最後の指標目標のところにある主な数値目標について、基

本目標４のところは、イラストが記載されていますが、ここに数字を

載せなかったのは理由があるのでしょうか。 

実際には、数値目標はあると思うのですが。現状値と目標値との差

がないからでしょうか。 

 

事務局 

（係長） 

 

御指摘のとおり、基本目標４については、本編を御覧いただくと分

かりますが、現状値と目標値が同じになっています。これは現在の取

組が、年間６回開催される相談員の研修に毎回欠かさず参加している

とか、担当課の職員が母子家庭等自立支援事業は十分に利用してもら

っているとの感触であるということで、決して上を目指さない訳でな

く、現状を維持していくことがよいとして、このような目標値になっ
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ています。 

しかし、そのような理由を概要版のこのスペースで説明するのはな

かなか難しく、このような形としています。 

 

議長 

（会長） 

 

他に何かありますでしょうか。 

 

籾山委員 

 

概要版の基本目標３の説明文について、３行目に「ジェンダーの視

点を取り入れられるよう」とあり、１行目には「ジェンダー平等の視

点を取り入れる」とあります。「ジェンダーの視点を取り入れる」と

はどういうことなのか、分かりにくいと思いました。 

「男女双方の視点」とか「多様な視点」という言葉の方が、私とし

てはしっくりくるように感じました。また、「ジェンダーの視点」と

いうと、時代に逆行しているかのような印象を受けるとも思いまし

た。 

 

事務局 

（係長） 

 

「災害時におけるジェンダーの視点」というのは、社会生活での男

女が平等であるなどというような「ジェンダー平等」とは少し違って

いて、避難所で女性への配慮がなされていなかった、という報告が東

日本大震災の頃まで多かったこともあり、男性、女性、それ以外を自

認されている方、というようにいろいろな方がおられることを踏まえ

た上で、みんなに対応していけるようにするという意味で、「平等」

を入れないで「ジェンダーの視点」としています。 

 

事務局 

（課長） 

 

５４ページには「男女双方の視点」との記載があります。 

籾山委員 

 

概要版だと、すぐ横に用語解説で「ジェンダーとは」と書いてある

ので、余計に引っかかるように感じました。 

 

横井委員 

 

ジェンダーの視点というより、ダイバーシティの視点かと思いま

す。 

障がい者なども含め、多様な人たち、ということですね。 

 

事務局 

（課長） 

 

５４ページの地域防災のところには「多様な視点」との記載があり

ます。 

 

横井委員 

 

多様な視点をカタカナ語にすれば「ダイバーシティ」ということで

すね。 

「多様な視点」とした方が、分かりやすいと思います。 

 

事務局 

（課長） 

 

「多様な視点」としたいと思います。 
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横井委員 

 

「男女」とすると、ＬＧＢＴの方たちが抜けてしまうことになるの

で、それがよいと思います。 

 

事務局 

（係長） 

 

５４ページの３の文章には「多様な視点」との記載がありますが、

№４９や№５０の事業の本文には「男女双方の視点」となっています

ので、本文も含め、見直しいたします。 

 

議長 

（会長） 

 

他に何かありますでしょうか。 

 

横井委員 

 

用語解説は資料編に入れるとの説明でしたが、前回のプランの用語

解説を見ると、ちょっと少ないかなと思います。 

今回の概要版では「ジェンダー」の解説がされていますが、前回の

プランにはありませんでした。また、「アライ」や「ＳＯＧＩ」につ

いて知っているかという質問もありましたが、本編の文中に出てくる

言葉なので、用語の説明を入れたほうがよいかと思います。 

 

事務局 

（係長） 

 

用語解説については、本日の資料でお示ししてはおりませんが、

「アライ」や「ＳＯＧＩ」も含め、本文中で出てくる言葉の説明など

で３ページ程度を使って掲載する予定です。 

 

議長 

（会長） 

 

他に御意見や御質問はありますでしょうか。 

 

議長 

（会長） 

 

私から一つ。内容を変えてくれということではないのですが、私は

専門として、身体の社会学というものをやっておりまして、その関係

で指摘だけはさせていただきたい点があります。 

概要版の３ページ目の右下に、女性がハイヒールを履いているイラ

ストがありますが、これについてとか、その上にある上司と思しき男

性と女性が話をしているイラストとかも気にならないわけではないで

す。また、さらにその上のイラストについて、コンピュータを使うＩ

ＣＴの分野で女性が遅れているという指摘がありますので、ここでは

お父さんが子どもに説明しているようですが、女性の方がよかったの

ではないかなどと思いました。 

概要版の４ページ目のイラストは、男性が大きく、女性はそれより

小さく書かれています。私たちは人間ではないもの、例えばキノコと

かでも、大きいものと小さいものを対にして、夫婦やカップルのよう

に認識したりします。いつも男性が大きいわけではないのですが、こ

ういうものも、言い出せばきりはないのですが、アンコンシャス・バ

イアスにつながります。 

これを変えようと思うと、斬新なイラストになってしまうかもしれ

ないので、絶対に変えてほしいとは言いませんが。 
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事務局 

（課長） 

 

イラストについては、もともと男性がズボンで女性がスカートだっ

たものを修正したりしていますが、もう少し探してみたいと思いま

す。 

 

事務局 

（課長補 

佐） 

 

基本目標２のイラストは、どんな点が気になりましたか。 

 

議長 

（会長） 

 

男性が上司であることと、女性が若い人ばかりだということです。

もう少し年齢の高い女性が上司で、部下の若い男性に指導している場

面がってもよいかと思いました。全部、女性が若いですよね。 

 

上井委員 

 

最後のイラストで窓から顔を出しているのも、よくある「標準的な

家庭」といった感じですよね。夫婦に子ども二人という、経済的な何

かの試算をする時のモデルになるような感じですね。 

 

松林委員 

 

それだけあるのであれば、イラストをあえて何も直さず、「アンコ

ンシャス・バイアスが含まれています」として、それが何かをクイズ

形式にするのもありかと思います。アンコンシャス・バイアスが顕在

化して、よいかと思います。 

 

上井委員 

 

いいアイデアだと思います。 

 

森委員 

 

子どもと一緒に見るには、それもよいと思います。 

 

上井委員 

 

多分、何も変だと思わない人に問題提起することで、そういう方に

も見直していただけるかもしれません。 

 

森委員 

 

昭和世代からすると、自分の実情、現実を考えると、お母さんが子

どもを抱っこして仕事をしているといったイラストは自分の日常を表

わしているので、違和感がないかもしれません。 

でも、若い人たち、今の二十代の人などは、違うでしょうね。パパ

もちゃんと子育てに参加していますので。 

 

横井委員 

 

その答えというものは、解説しないと分からないと思います。解説

が意外と長くなってしまうと思います。 

 

森委員 

 

その解説は、ＱＲコードで見ていただくとか、できますかね。 

 

事務局 

（係長） 

 

何か別なところで、クイズ形式を活用した啓発をしていくのはよい

と思いますので、今後の講座開催時や何らかのイベントに参加いただ

きたいときの募集チラシであったり、配布資料の最後にそういったも

のをつけるなどの工夫はできるかと思います。 
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それを今回のプランの概要版でやろうとすると、目を引くとは思い

ますが、紙面などの都合もありますので、できるかどうか難しいよう

にも思います。 

 

横井委員 

 

そこまでいかない人が多いかもしれないと思うと、逆にどうかとい

う感じはあります。 

クイズとしては、とても面白いと思います。でも、ちゃんと解説ま

で読んでくれる人ばかりであればいいですが、特に違和感を感じない

まま見るだけで終わってしまう方がいると思うと、結局固定化をして

しまう感じもあります。 

 

上井委員 

 

この絵の中に、実はアンコンシャス・バイアスが含まれている、自

分が気付かないうちに、ということを、１行だけでも欄外に書いてお

くだけでもよいのではないでしょうか。 

 

事務局 

（係長） 

 

講座やイベントの開催案内チラシも、ぜひ手に取っていただきたい

ものですので、クイズ形式の活用は、手に取っていただく手法となり

ますし、なおかつアンコンシャス・バイアスに関心を持ってもらった

り、知らなかった方が気付いてくれたりすることになれば、とてもよ

いことですので、今後考えたいと思います。 

 

水野委員 

 

もらってすぐにゴミ箱に行ってしまう危険性があることも考える

と、クイズがあれば真剣に見ると思うので、紙面の都合などもあるか

もしれないですが、ぜひ載せてほしいです。 

 

森委員 

 

解説はここに載せられないので、やはりＱＲコードから見ていただ

くようにするといいですかね。 

 

上井委員 

 

イラストを変えずに済ませることができるので、この絵の中に、実

はアンコンシャス・バイアスが含まれている、という１行を書けばよ

いのではないでしょうか。 

 

議長 

（会長） 

 

難しいのは、ここに載せているのは、あくまでも一例であり、これ

が見本のようなものではないというところですかね。 

 

事務局 

（課長） 

 

これが世に出たときに、しっかり見ていない人は、これは何と感じ

ると思います。 

 

事務局 

（係長） 

 

このイラストでアンコンシャス・バイアスを感じるようにしてお

き、解説でイラストを差し替えたとしても、それでもまだアンコンシ

ャス・バイアスを感じる人や、新たに感じるようになる人もいると思

います。受け止め方は人それぞれで意識も違うので、これだったらア

ンコンシャス・バイアスを感じないと誰もが思うもの一つに絞るとい

うのは、なかなか難しいと思います。 
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事務局 

（課長） 

 

やはり、研修の際に「アンコンシャス・バイアスが含まれていま

す」と説明した上でイラストを提示するのはいいと思いますが、今回

のように、広く配るものには向かないと思います。 

 

横井委員 

 

今回は、アンコンシャス・バイアスだけを扱うものではないですか

らね。 

「アンコンシャス・バイアスって、何？」というようなチラシなど

であれば、裏にそのようなイラストを載せるなどしてもよいと思いま

す。 

 

事務局 

（課長） 

 

特定の研修など、ピンポイントで活用したいと思います。 

 

横井委員 

 

そうすると、イラストがやはり一番目に入るので、先ほど会長から

指摘があった点などは、意識的に男女を逆転させておくなど、事務局

において修正されるとよいと思います。 

ヒールの視点などは、私は全く気付きませんでした。 

 

議長 

（会長） 

 

他に御意見や御質問はありますでしょうか。 

 

議長 

（会長） 

ありがとうございました。 

本日の審議会の意見につきましては、事務局で検討の上プラン最終

案や概要版を修正していただき、公表に向け、最終調整をしてくださ

い。 

本日の議題は、以上となります。 

 

次に次第３の「その他」について、事務局からお願いします。 

 

事務局 

（課長） 

 

本日も、委員の皆様には活発な御議論の上で御意見をいただき、あ

りがとうございました。 

皆様から頂いた御意見を事務局で検討し、反映させたものを会長に

御確認いただきたいと考えております。 

このプランの策定に当たりましては、本審議会の皆様には、昨年度

から今年度にかけての約２年の間に、７回にわたる審議会で御審議い

ただきました。長期間にわたる御審議、誠にありがとうございまし

た。 

おかげをもちまして、第３次プランは、３月下旬までには、ホーム

ページなどで公表できるかと思います。 

昨日ホームページで公表されました、令和７年度の施政方針におき

ましても、第３次男女共同参画プランを本年４月からスタートさせ、

ジェンダー平等社会、多様性社会の実現に向けた取組を引き続き進め

ることについて、市長自らが触れております。市にとっても、社会全

体にとっても重要な分野のプランがこうして出来上がりましたので、
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今後も引き続きプランの推進に努めてまいりたいと思います。 

 

なお、次回の男女共同参画審議会は、令和７年度第１回目の審議会

となります。開催は、６月頃を予定しています。主な内容は、現行の

プランに基づくプラン進捗状況の最後の確認及び現行プランに基づく

取組の外部評価についてを予定しています。 

 

本日は誠にありがとうございました。   

  

議長 

（会長） 

 

ありがとうございました。 

それでは、これにて、令和６年度第４回尾張旭市男女共同参画審議

会を終了いたします。 

皆様、お忙しい中ありがとうございました。 

                      

 


